
安定繰入金（保険者支援分） 1,074 1,116 1,145 △29

差引一般財源 △104,565 39,062 △110,065 149,127

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２５年度  国民健康保険特別会計 予算内示 事業別概要書（当初）
2. 保険給付費 1. 一般被保険者療養費

1. 療養諸費

3. 一般被保険者療養費 健康保険課

（佐倉市）　　

-

平成23年度 -

経常 単独 通常 0 0 142,705
平成24年度 -

平成25年度 -

平成26年度 -

平成27年度 -

国庫支出金 県支出金 繰入金 その他

104,565 0 0 0 0 104,565 △104,565

107,125 146,187 25,194 71,441 4,938 5,552 0 39,062

医療費を全額自己負担した時など、一般被保険者に対し 緊急その他やむをえない理由により、保険給付を受けら 早期に医療給付を受けることができる。

て、申請により審査機関を通ったものに対して、自己負担額を控除した れなかった場合、被保険者が費用を一時支払い事後に保険給付分を現金

分を後から支給する。 で支払う。

前期高齢者交付金

19 146,187 150,698 △4,511 03 01 01 01 01 00 療養給付費等負担金 22,834 22,242 22,811 △569

03 02 01 01 01 00 普通調整交付金 2,862 2,952 3,268 △316

05 01 01 01 01 00 前期高齢者交付金 68,772 71,441 71,131 310

06 02 01 01 01 00 第一号県調整交付金 4,753 4,938 7,196 △2,258

09 02 01 01 01 00 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 4,270 4,436 4,514 △78

09 02 01 02 01 00 保険基盤


